
新しい 『介護予防・日常生活支援総合事業』

1

～ 新総合事業・・・桑名市・ふるさと の取り組みから ～

有限会社 ふるさと 西村さとみ
安藤明美



三重県 桑名市
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「地域包括ケアシステム」の構築は

「全員参加型」で「2025年問題」を乗り越えるための

「地域支え合い体制づくり」です

3

桑名市における「地域包括ケアシステム」の
構築に向けて
「オール桑名」で一歩一歩着実に
取り組みましょう

「地域包括ケアシステム」の構築は
「地方分権の試金石」と称された
介護保険制度の創設に匹敵する困難な作業です
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生活行為アセスメント（訪問・通所共通） 事業者：

氏名

（ふりがな）
性
別

調査日

事前

事後

生活行為 作業 評価尺度
該当番号

備考
事前 事後

買物

お金の支払い できる（0） 少し（1） 困難（2）

買い物運搬 できる（0） 少し（1） 困難（2）

買い物 できる（0） 少し（1） 困難（2）

調理

芋類等固い物の皮むき できる（0） 少し（1） 困難（2）

輪切り等スライス できる（0） 少し（1） 困難（2）

カボチャなど固い物を切る できる（0） 少し（1） 困難（2）

みじん切り できる（0） 少し（1） 困難（2）

鍋の移動 できる（0） 少し（1） 困難（2）

盛りつけ、菜箸操作 できる（0） 少し（1） 困難（2）

瓶の開閉 できる（0） 少し（1） 困難（2）

プルトップ缶の開閉 できる（0） 少し（1） 困難（2）

配膳、鍋運搬 できる（0） 少し（1） 困難（2）

ボールなど固定 できる（0） 少し（1） 困難（2）

冷蔵庫開閉 できる（0） 少し（1） 困難（2）

食事 箸の使用 できる（0） 少し（1） 困難（2）

更衣

ズボンファスナー できる（0） 少し（1） 困難（2）

小さなボタンとめ できる（0） 少し（1） 困難（2）

靴下はき できる（0） 少し（1） 困難（2）

入浴

浴室での安全 できる（0） 少し（1） 困難（2）

浴槽またぎ できる（0） 少し（1） 困難（2）

浴槽しゃがみ できる（0） 少し（1） 困難（2）

浴槽椅子利用 できる（0） 少し（1） 困難（2）

ｼｬﾜｰ、蛇口操作 できる（0） 少し（1） 困難（2）

洗髪 できる（0） 少し（1） 困難（2）

洗体 できる（0） 少し（1） 困難（2）

洗濯

洗濯物運搬 できる（0） 少し（1） 困難（2）

洗濯物干し できる（0） 少し（1） 困難（2）

大もの洗濯 できる（0） 少し（1） 困難（2）

掃除

床の拭き掃除 できる（0） 少し（1） 困難（2）

たたみ、床掃除 できる（0） 少し（1） 困難（2）

カーペットの掃除 できる（0） 少し（1） 困難（2）

掃除機 できる（0） 少し（1） 困難（2）

浴槽の掃除 できる（0） 少し（1） 困難（2）

ごみ出し できる（0） 少し（1） 困難（2）

連絡

電話利用 できる（0） 少し（1） 困難（2）

緊急連絡の不安対処 できる（0） 少し（1） 困難（2）

11

介護予防メニューアセスメント（通所用） 事業者名：

氏名

（ふりがな）
男
・女

調査日

事前

事後

運動機能向上

質問項目 評価尺度
該当番号

備考
事前 事後

ア
セ
ス
メ
ン
ト

1 床から物が拾えますか ①はい ②少し・時々 ③いいえ

2 握力（ｋｇ）

（右手） ｋｇを入力（00.0ｋｇ）

（左手） ｋｇを入力（00.0ｋｇ）

3 30秒椅子からの立ち上がり（回） 回数を入力（00回）

4

開眼片脚立ち（秒） 事前－
事後－ 秒数を入力（00秒）

5 ５ｍ最大歩行速度（秒） 秒数を入力（00.00秒）

6 Timed up&Go（秒） 秒数を入力（00.00秒）

栄養・食支援

質問項目 評価尺度

該当番号

備考
事前 事後

ア
セ
ス
メ
ン
ト

1 現在自分は健康だと思いますか

①非常に健康
②まあ健康な方だと思う
③あまり健康ではない
④健康ではない

2 6か月前とくらべ体重がどれくらい変化しましたか

①変化なし ②減少 ③増加 事前体重： ｋｇ

減少、または増加のKg 事後体重： ｋｇ

3
食事の支度で困難はありますか
①なし ②あり

献立

買い物

調理

配膳

4 食欲はありますか ①ある ②ややない ③ない

5 ふだん食事は1日何回ですか

①3回 ②2回 ③その他（ 回）

③その他の場合の回数

6 酒類を飲みますか
①いいえ ②月１～２日程度
③週1～2日程度 ④週5日以上

1日 を ml

7 間食は毎日食べていますか ①いいえ ②はい

8 6か月前と比べ主食量の減少はありますか ①いいえ ②はい

9 6ヵ月前と比べ主菜量の減少はありますか ①いいえ ②はい

10 6ヵ月前と比べ副菜量の減少はありますか ①いいえ ②はい

支持脚 ：



桑名市の「地域生活応援会議」

法制化されたケア会議の一類型 ： 条例制定

桑名市地域包括ケアシステム推進協議会

（ 各分野で指導的な立場にある関係者の施策検討 ）

地域支援調整会議 地域生活応援会議

（困難事例解決のための （多職種協働で自立支援のための

関係者による支援調整） ケアマネジメントを支援）

ケアミーティング

（暫定サービス利用のための緊急支援調整）

「高齢者見守りネットワーク」、「高齢者虐待防止ネットワーク」等
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 様

作成日：

No.

1 0. はい 1. いいえ

2 0. はい 1. いいえ

3 0. はい 1. いいえ

4 0. はい 1. いいえ

5 0. はい 1. いいえ

6 0. はい 1. いいえ

7 0. はい 1. いいえ

8 0. はい 1. いいえ

9 1. はい 0. いいえ

10 1. はい 0. いいえ

11 1. はい 0. いいえ

12  身長 ｃｍ 体重 ㎏ ( ＢＭＩ =

13 1. はい 0. いいえ

14 1. はい 0. いいえ

15 1. はい 0. いいえ

16 0. はい 1. いいえ

17 1. はい 0. いいえ

18 1. はい 0. いいえ

19 0. はい 1. いいえ

20 1. はい 0. いいえ

21 1. はい 0. いいえ

22 1. はい 0. いいえ

23 1. はい 0. いいえ

24 1. はい 0. いいえ

25 1. はい 0. いいえ

 (注)　ＢＭＩ＝体重 (㎏) ÷ 身長 (ｍ) ÷ 身長 (ｍ) が18.5未満の場合に該当とする。

回答
(いずれかに○を
お付け下さい)

) ( 注 )

 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

 15分位続けて歩いていますか

 

 ( ここ2週間 )以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

 ( ここ2週間 )これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

 口の渇きが気になりますか

 ( ここ2週間 )わけもなく疲れたような感じがする

 ( ここ2週間 )自分が役に立つ人間だと思えない

 ( ここ2週間 )毎日の生活に充実感がない

 今日が何月何日かわからない時がありますか

 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか

 周りの人から｢いつも同じ事を聞く｣などの物忘れがあると言われますか

 昨年と比べて外出の回数が減っていますか

 週に1回以上は外出していますか

基本チェックリスト

 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

質問項目

 バスや電車で1人で外出していますか

 日用品の買物をしていますか

 預貯金の出し入れをしていますか

 友人の家を訪ねていますか

 6ヶ月間で2～3ｋｇ以上の体重減少がありましたか

 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

平成 28年 7月 8日

利用者名

 家族や友人の相談にのっていますか

 この1年間に転んだことがありますか

 転倒に対する不安は大きいですか

 お茶や汁物等でむせることがありますか
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桑名市の「介護予防・日常生活支援総合事業」

「サポーター」の「見える化」・創出 「通いの場」の「見える化」・創出「短期集中予防サービス」の創設

「栄養いきいき訪問」

「お口いきいき訪問」

「くらしいきいき教室」

「えぷろんサービス」

「おいしく食べよう訪問」

「『通いの場』応援隊」

「地域生活応援会議」を活用した
「介護予防ケアマネジメント」の充実

「エビデンス」に基づく
健康増進事業と一体的な介護予防事業の展開

管理栄養士が訪問栄養食事指導を提供。

歯科衛生士が訪問口腔ケアを提供。

リハビリテーション専門職が
アセスメント及びモニタリングに
関与しながら、医療・介護専門職等が
通所による機能回復訓練等と
訪問による生活環境調整等とを
組み合わせて一体的に提供。

シルバー人材センターの会員が
訪問による掃除、買物、外出支援、
調理、洗濯、ゴミ出し、話し相手等を提供。

食生活改善推進員が
訪問による食事相談、献立相談、
調理相談、体重測定等を提供。

ボランティアが
日常生活圏域の範囲内で
「シルバーサロン」又は「健康・ケア教室」の
利用のための移動支援を提供。

「シルバーサロン」

「宅老所」等において、
地域住民が相互に交流する機会を提供。

「健康・ケア教室」

地域住民に開放される
「通いの場」を対象として、
地域住民を主体として
運営された実績に応じ、
リハビリテーション専門職等を派遣。

「健康・ケアアドバイザー」

事業所において、地域交流スペース等を
活用するとともに、医療・介護専門職等と
ボランティアとで協働しながら、
介護予防教室を開催するなど、
地域住民が相互に交流する機会を提供。

○ 「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」に基づく
データ等を活用。
○ 「桑名ふれあいトーク」、
「桑名いきいき体操自主グループ活動スタート応援事業」等を実施。
○ 「高齢者サポーター養成講座」、
「桑名いきいき体操サポーター養成講座」等を開催。

○ 「桑名市介護支援ボランティア制度」を実施。

○ 桑名市地域包括支援センターにおいて、桑名市と一体になって、
要介護・要支援認定又は「基本チェックリスト」該当性判定の
申請及びそれに関する相談を受付。

○ 桑名市地域包括支援センターにおいて、桑名市と一体となって、
「地域生活応援会議」を活用して「介護予防ケアマネジメント」を
実施。

従前の介護予防
訪問介護に相当する
訪問型サービス
（平成２７～２９年度）

従前の介護予防
通所介護に相当する
通所型サービス
（平成２７～２９年度）

１６



身近な地域での多様な資源の「見える化」・創出

「サポーター」（地域住民）

高齢者サポーター、民生委員、食生活改善推進員、
シルバー人材センター、ボランティアグループ、民間事業者等

生活機能の向上
（運動、栄養、口腔、認知等）

「見える化」
・創出

専門職が専門的な
サービスの提供に

集中する

桑名市
桑名市地域包括支援センター
桑名市社会福祉協議会

（専門職等）

高齢者が介護保険を
『卒業』して地域活動に
『デビュー』する

「見える化」
・創出

短期集中予防サービス
（専門職）

保健師、看護師、管理栄養士、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
歯科衛生士、社会福祉士、介護福祉士、
訪問介護員等

通所介護
（専門職）

訪問介護
（専門職）

通所

訪問

高齢者

高齢者サポーター、健康推進員、地区社会福祉協議会、
自治会、老人クラブ、ボランティアグループ、民間事業者等

「通いの場」（地域住民）

参加

参加

活動

心身機能

桑名市
桑名市地域包括支援センター
桑名市社会福祉協議会

（専門職等）

１４



介護予防に資するサービスの提供により、
「健康寿命」の延伸と「地域支え合いの体制づくり」を目指すもの

専門職
のサービス

専門職以外の
多様なサービス

一般介護予防

生活支援体制整備

介護予防訪問介護
介護予防通所介護
（相当サービス）

これまでの介護予防給付が専門職の
サービスでありながら、充分に機能し
ていなかったところが指摘されている

短期集中予防
サービスの提供

多職種協働のケアマネジメント支援で、
必要なサービスを見極め、適切にサー
ビスを提供することが重要

桑名市の「介護予防・日常生活支援総合事業」

地
域
資
源
の
見
え
る
化
・創
出

このサービスは
無くなる

５４
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第２ サービスの類型

①訪問型サービス （Ｐ22～） ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保
健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①訪問介護 ②訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスＤ
（移動支援）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等
住民主体の自主活動と
して行う生活援助等

保健師等による居宅
での相談指導等

移送前後の生活支
援

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しているケースで、
サービスの利用の継続が必要なケース
○以下のような訪問介護員によるサービ
スが必要なケース
（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障がある
症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービ
スが特に必要な者 等

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利
用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等
「多様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向けた
支援が必要なケース
・ADL・IADLの改善に向
けた支援が必要な
ケース

※3～6ケ月の短期間で行う 訪問型サービスＢ
に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた
独自の基準

サービス
提供者（例）

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村
は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域における好事例を踏
まえ、以下のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示す（別紙参照）。（Ｐ21～）
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基準１ 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

① 通所介護 ② 通所型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

③ 通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④ 通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等

体操、運動等の活動な
ど、自主的な通いの場

生活機能を改善するための
運動器の機能向上や栄養改
善等のプログラム

対象者と
サービス提
供の考え
方

○既にサービスを利用しており、サービスの利用の
継続が必要なケース
○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うこ
とで改善・維持が見込まれるケース
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進してい
くことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多
様なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向けた
支援が必要なケース 等

※3～6ケ月の短期間で実施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた独自の基準

サービス
提供者（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者

＋ボランティア
ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町村）

②通所型サービス （Ｐ23～） ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保
健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。

③その他の生活支援サービス （Ｐ24～）

○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪
問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービスの一
体的提供等）からなる。 26



【参考】「通所型サービスＢ」と「地域介護予防活動支援事業」の比較
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事業 介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業

サービス種別
通所型サービスＢ

（住民主体による支援）
地域介護予防活動支援事業

（通いの場関係）

サービス内容

住民主体による要支援者を中心とする自主的な通
いの場づくり
・体操、運動等の活動
・趣味活動等を通じた日中の居場所づくり
・定期的な交流会、サロン
・会食等

介護予防に資する住民運営の通いの場づくり
・体操、運動等の活動
・趣味活動等を通じた日中の居場所づくり
・交流会、サロン等

対象者とサービス
提供の考え方

要支援者等
主に日常生活に支障のない者であって、通いの場
に行くことにより介護予防が見込まれるケース

実施方法 運営費補助／その他補助や助成 委託／運営費補助／その他補助や助成

市町村の負担方法
運営のための事業経費を補助
／家賃、光熱水費、年定額 等

人数等に応じて月・年ごとの包括払い
／運営のための間接経費を補助
／家賃、光熱水費、年定額 等

ケアマネジメント あり なし

利用者負担額
サービス提供主体が設定

（補助の条件で、市町村が設定することも可）
市町村が適切に設定（補助の場合は
サービス提供主体が設定することも可）

サービス提供者（例） ボランティア主体 地域住民主体

備考

※食事代などの実費は報酬の対象外（利用者負担）
※一般介護予防事業等で行うサロンと異なり、要支援者等
を中心に定期的な利用が可能な形態を想定
※通いの場には、障害者や子ども、要支援者以外の高齢者
なども加わることができる。（共生型）

※食事代などの実費は報酬の対象外（利用者負担）
※通いの場には、障害者や子どもなども加わることができる。
（共生型）

第２ サービスの
類型
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桑名市 ホームページ

ホーム > 暮らし > 健康 >

地域包括ケアシステム ＞

介護予防・日常生活支援総合事業

or

介護保険特別給付
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桑名市の今後について
地域生活応援会議

○ 介護予防、自立支援に対する効果の「見える化」もかんがえていく

○ 応援会議の趣旨の徹底と会議の運営方法の見直し

総合事業

○ 介護予防・生活支援サービス類型A型（緩和した基準によるサービス）の検討

○ 短期集中予防サービス「くらしいきいき教室」の提供事業者を新たに募集

○ 対象者はあっても利用されないサービスについてサービス設計の見直し

平成28年3月25日 三重県社会保障推進協議会・桑員社会保障協議会研修会

地域介護課長 高橋氏より



私（安藤）の思う事・・・・・

• 総合事業となり、通所単価が下がる ： 今後の方向性

• スタッフ人材確保 ： 高齢者の活用（介護補助業務）

・ 生活応援会議の在り方

桑名市としての課題

・ 古い街 （旧桑名・長島・多度）と 新しい街（団塊世代の住宅地）

精義地区社協の取り組み
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